
COP28ジャパン・パビリオン

実地出展募集要項

令和5年11月30日(木)～12月12日(火)にアラブ首長国連邦 ドバイで「国連気候変動枠組
条約第28回締約国会議（COP28）」が開催されます。

環境省は日本の優れた製品・サービスと気候変動に対する取組を世界に向けて発信するため、
COP28開催に合わせ、 展示やサイドイベントを実施する「ジャパン・パビリオン」を設けます。

パビリオンにおける展示物として、日本の気候変動対策の長期目標である「2050年カーボン
ニュートラル」の実現と世界の脱炭素化又は気候変動適応を支える製品・サービスを募集します。

COP28 ジャパン・パビリオン事務局
E-mail: info@cop28japan.jp

主催

提出・問い合わせ先

環境省 地球環境局 国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8248
担当 安陪・松原・中村
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2. ジャパン・パビリオン展示募集概要
3. 展示に際してのご協力依頼・ご留意事項
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【各種規定について】
会場セキュリティの確保、円滑な会場運営の都合上、

注意事項など追加される場合がございます。

本要項記載内容は、2023年7月時点の情報です。
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【審査基準】
審査基準について
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※注意点
開催概要は、2023年7月時点のものとなります。

諸事情により、やむを得ず開催内容・日程が変更される場合や開催自体が中止になる可能性があり
ますことを、予めご了承ください。

ジャパン・パビリオンは、『COP28』に際して日本政府が設ける、展示やセミナーのためのスペースです。
COP28 ジャパン・パビリオンは実地開催とオンライン開催のハイブリッド開催を予定しています。こ
の募集要領は実地開催に関するものであり、オンライン開催については別途ご案内します。以下
の展示趣旨、開催概要をご確認の上、ご応募をお願い申し上げます。

1. COP28ジャパン・パビリオンについて

●展示趣旨

●開催概要

【開催名称】 COP28 ジャパン・パビリオン
COP28 Japan Pavilion

【パビリオン テーマ】 Together for Action（仮）

【会場】 EXPO CITY DUBAI

Expo City Dubai, Expo Road, Dubai South Jebel Ali, Dubai, UAE

【開催期間】 2023/11/30（木）～12/12（火）
※設営期間は未定
※主催側の都合により変更になる場合があります

国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）は、世界各国から政府・自治体・NGO・企業の
リーダーらが集結し、全世界の注目を集める場です。この機会に、我が国の優れた製品・サービスや取
組を効果的・魅力的に情報発信し、国際社会の様々なステークホルダーと協力しながら脱炭素に向
けた協力を進めていくことは、パリ協定の目標達成のために極めて重要と考え、ジャパン・パビリオンを
設置します。
「脱炭素社会の構築」又は「気候変動適応」に向けて我が国が持つ実際的なソリューションを展示物
を通じて視覚的に見せていくことで、より具体的かつ実効的なサポートができる我が国の強みをアピー
ルしていくことを目的としています。
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2. ジャパン・パビリオン展示募集概要

※注意点
開催概要は、2023年7月時点のものとなります。

ジャパン・パビリオンは、『COP28』に際して日本政府が設け、主催するものです。
企業様・団体様ごとにご提供した展示スペースをご自由にご使用いただく形式の展示ではない為、展
示会場内のレイアウト、展示位置をご指定いただくことはできません。コンセプトやテーマに合わせて事
務局にて調整いたします。詳細は調整完了後にご案内予定となります。ご了承ください。

諸事情により、やむを得ず開催内容・日程が変更される場合や開催自体が中止になる可能性があり
ますことを、予めご了承ください。

【募集内容】 COP28 ジャパン・パビリオンにおける実地展示製品・サービスの募集
※パビリオンテーマを軸とし、適応（Adaptation） / 緩和（Mitigation）
/活用（Utilization）等のカテゴリに分けた展示を想定しております。

【募集団体数】 8～10社程度（仮）
※出展可否については、ジャパン・パビリオン選定委員会にて厳正な審議の上

決定するものとなりますので、予めご了承ください。

【展示場所】 EXPO CITY DUBAI

Expo City Dubai, Expo Road, Dubai South Jebel Ali, Dubai, UAE

ジャパン・パビリオン内

【展示期間】 2023/11/30（木）～12/12（火）
※設営期間は未定
※主催側の都合により変更になる場合があります。

【応募方法】 「出展物基本情報シート」に必要事項を記入の上ご提出ください。

【提出先】 COP28 ジャパン・パビリオン事務局：info@cop28japan.jp
※郵送での提出は受け付けておりません。

【提出締切】 2023年8月10日（木）16:00必着

●募集概要
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3. 出展に際してのご協力依頼・ご留意事項

1. 出展物ご提供（会期中及び搬入出期間中）
2. 説明員１名の現地派遣 ※必須
3. 出展物説明ツールのご提供 ※必須 ※後日詳細を改めてご案内予定

・展示関連情報（企業団体ロゴ＋企業団体名＋タイトル＋概要文（全て日英）+映像）

●ご協力依頼事項（詳細は出展決定後、別途ご案内いたします。）

1. 展示物は、脱炭素社会構築又は気候変動適応に資する我が国の製品・サービスを世界に発信するというジャパ
ン・パビリオン全体の趣旨に合致するものであること。

2. 特定の国、組織、個人等を批判することを目的とするものではないこと。

3. 営利を目的としないこと。また、特定の企業、商品又はサービスの宣伝等に利用しないこと。

4. 参加者の入場制限区域内入場許可証取得に関しては、実地展示に伴う説明員の分のみ、事務局側で申請・
手配を行う。

5. 提供いただいた資料及び事務局が撮影した開催風景写真等について、本パビリオンに係るウェブサイト及び制作物
（報告書冊子などを想定）への掲載に同意すること。（資料内に記載されている文言・画像などについても、著
作権侵害がないか確認すること。）

6. イベント終了後には事務局が提示した様式に従って、期日までに開催報告を提出すること。

7. 展示物の発送、掲示、撤収は事務局の指示のもと出展者が責任を持って行うこと。
※ブースへの発送及びブースからの返送は指定業者と各団体様が直接契約を結び、おこなっていただきます。

ブース外での輸送トラブルは指定業者及び各団体様の責にて対応をお願いいたします。（事務局は責任を負い
ません）

８. 主催者側のレギュレーションや予測不能なトラブルなどにより、出展物が設置不可となる可能性があることを予め
了解すること。

９. パビリオンへの社員・職員等の派遣にあたり、海外出張保険を付保すること。出張期間中の事故・病気について、
環境省及びジャパン・パビリオン運営事務局は責任を負わない。

10．出展企業は、環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）の会員であること。
※未会員の出展については、会員登録をいただく必要があります。

ご希望の方は右記URLの「会員登録」よりご入会ください。 https://jprsi.go.jp
入会は無料です。

●ご留意事項

・WEBサイト用情報（タイトル＋概要（日英）＋企業名（日英）＋企業ロゴ＋画像データ＋映像
＋リンクURL２つまで）

・WEBサイト掲出用補足説明パネルデータ ※パネルのフォーマットを後日配布予定

・実施後の記録写真など

4. 出展に関わる費用のご負担
・保険費（会場までの輸送、展示中を含む出展物に関わる全ての保険）
・現場対応費（人件費、交通費、宿泊費など）
・展示物の輸送費
・諸事情により出展物が設置不可となった場合（コロナ禍のために、COP28会場でパビリオンが開催されなかった
場合を含む）、これら自己負担経費に発生するキャンセル料等の負担を含む。
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4. ジャパン・パビリオン提出物について

提出期限提出書類名

8月10日（木）16:00出展物基本情報シート

出展したい展示物の情報を出展物基本情報シートに記載の上、
COP28ジャパン・パビリオン事務局： info@cop28japan.jp までメール添付にてご提出ください。
また、出展を希望される企業の皆さまは、環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）の会員
である必要があります。未会員の皆さまは必ず会員登録をお願いいたします。
期限までに会員登録が確認できない場合は、審査の対象外とさせていただきます。

■出展物基本情報シート
・会社情報、出展物の基本情報のご記入をお願いいたします。

・出展物の展示時のサイズをお知らせください。展示会場のレイアウト作成等の参考とさせていただきます。
※展示時のサイズは審査には影響いたしません。
※展示会場内のレイアウト、展示位置につきましては、イベント会期直前まで「COP28ジャパン・

パビリオン事務局」にて調整いたします。展示位置をご指定いただくことはできません。ご了承ください。

・製品やサービスを紹介するページのURL、チラシ、カタログ等解説用資料 / 他展示会出展時の写真等
技術や取組の詳細がわかるウェブページのURLや電子カタログなどをご共有ください。
こちらは所定の書類はございませんので、応募者さまでお持ちのサイトURLや資料をご記載ください。
出展物の詳細確認に使用させていただきます。
※尚、ジャパン・パビリオンではペーパーレスの観点からチラシ等の配布はできません。ご了承ください。

■環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）の登録
・出展を希望される企業の皆さまは、環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）の会員登録をお願いいたします。

※既に会員の方は改めて登録いただく必要はございません。
※未会員の方は右記URLの「会員登録」よりご入会ください。 https://jprsi.go.jp/

※入会は無料です。

登録期限ご依頼事項

8月10日（木）16:00環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）
への会員登録
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4. ジャパン・パビリオン提出物について

提出物一覧

※提出書類はExcelフォーマットに入力し、
事務局：info@cop28japan.jpまでメール添付にてお送り下さい。
期限を過ぎての提出は受付け出来かねますので、あらかじめご了承ください。

本出展要項をご精読いただき、提出期限までに「COP28ジャパン・パビリオン事務局」までメール
にてご提出ください。

No.2以降は出展が決まった企業様・団体様のみのご提出になります。

詳細提出期限申請書類名No対象

ー8/10(木)
16:00出展物基本情報シートNo.1全ての出展

希望団体様

ー出展決定（9月中旬ご連絡予定）ー

出展決定後追って
ご連絡いたします。

9月中旬~
10月上旬

公式WEBサイト掲載用データ（日・英）No.2全ての
企業・団体様

映像データ申請書No.3希望者のみ

映像データ（日・英）
※ナレーションを入れ替える、字幕を追加

する、などの対応をお願いします。
No.3-1希望者のみ

出展物説明パネルデータ
+企業ロゴ申請書（日・英）
※指定フォーマット別途共有

No.4全ての
企業・団体様

チラシ、カタログなど解説用資料（日・英）No.5希望者のみ

輸送確認申請書No.6全ての
企業・団体様

10月
上旬~中旬出展物梱包写真No.7全ての

企業・団体様
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5. ジャパン・パビリオンスケジュール

展示に向けての準備作業は、下記スケジュールを予定しております。

申請/輸送関連全体

搬入・設営期間：未定

オープン：11月30日（木）～12月12日（火）

撤去・搬出：12月12日（火）～

10月中旬 ※予定
出展社説明会実施
最終のご案内資料送付

・設営、オペレーション関係調整
・出展物説明コンテンツ作成

制作物関連
パネル・画像・映像素材

※スケジュールは変更になる可能性がありますのであらかじめご了承ください。

11 月

9月中旬～10月上旬 ※予定
・ 出展映像データ申請書 / 出展映像 提出締切
・ 出展物説明パネル原稿 / 画像データ / 企業ロゴ
申請書 提出締切

・ 輸送確認申請書 提出締切

10月下旬 ※予定
事務局輸送出展物集荷

10月上旬～中旬 ※予定
・出展物梱包写真 提出締切
・ウェブ用データ提出締切10 月

9 月

9月中旬 ※予定
出展社/団体決定連絡

8月10日（木）出展応募〆切

・ジャパン・パビリオン選定委員会にて
出展物の検討～選定

8月10日（木）
・【No.1】出展物基本情報シート 提出締切
・環境インフラ海外展開プラットフォーム（JPRSI）
会員登録締切

10月中旬
パネル原稿ご確認・お戻し
→ウェブ原稿最終確認・FIX

11月初旬 ※予定
ジャパン・パビリオン情報WEB公開

8 月

７月

12 月

10月中旬～下旬 ※予定
情報や素材ををウェブサイトへ反映

COP28ジャパン・パビリオン 出展募集要項/出展物基本情報シート公開
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審査基準
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審査基準について

1. COP28ジャパン・パビリオン選定委員会による審査
脱炭素社会又は気候変動適応に資する我が国の優れた製品・サービスや取組を効果的・魅力的にア
ピールできる展示物（実地展示分）を募るために公募を実施し、集まった提案内容を審査・選定する
ため、有識者計5 名からなる「ジャパン・パビリオン選定委員会」を設置し提出された出展物基本情報
シート等の内容について、審査を行う。

2. 審査方法
出展物基本情報シートに記載いただく以下5つの項目に基づき、各委員ごとに採点する。
①脱炭素社会構築又は気候変動適応への社会的なインパクト

▻当該製品・サービスは脱炭素社会構築に向けて、又は気候変動適応策として、
社会変革・行動変容・価値観の変化・波及効果等にどのように結びつくか。

▻循環経済、ネーチャーポジティブな経済に関するコベネフィット効果があるか（加点対象）。
▻地域環境への配慮、地域の資源・人材の活用等、当該製品・サービスの導入サイトの経済社

会的発展に資するか（加点対象）。

②温室効果ガス排出削減又は気候変動適応への寄与度
▻当該製品・サービスは、高い温室効果ガス排出削減効果（ライフサイクル全体において）がある、

又は気候変動適応の観点から気候リスクへの対応に向けて高い効果があるか。

③世界に対し日本の優位性がある製品・サービスであるか
▻当該製品・サービスに独自性・新規性・革新性等があり、日本の優位性の発信に寄与するか。
▻世界からの評価・見方に対し、日本の脱炭素社会構築又は気候変動適応の取組を適

正に発信できるものであるか（加点対象） 。

④社会実装の見通し
▻当該製品・サービスの日本以外の先進国又は途上国市場における社会実装に向けて具体的
な取組が進められており、見通しが立っているか（現地供給体制面、コスト面、O&M等サービス
面等） 。

⑤製品・サービスを展示することの有効性
▻想定の展示仕様（方法）が、上記①～④を表現するために適した展示であるか。


